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平
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十
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六
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内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
今
田
保
典
君
提
出
「
交
通
」
の
施
策
概
念
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
三
月
十
六
日
受
領

答

弁

第

一

号



衆
議
院
議
員
今
田
保
典
君
提
出
「
交
通
」
の
施
策
概
念
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
交
通
」
と
は
、
人
や
物
の
輸
送
及
び
交
流
の
意
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

号
）
第
三
条
に
お
い
て
は
、
「
交
通
政
策
の
推
進
」
が
国
土
交
通
省
の
任
務
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
同
省
に
お
い
て
は
、
所
管
す
る
施
設
の
整
備
や
運
輸
事
業
者
に
対
す
る
支
援
措
置
等
を
通
じ
て
、
安
全
で
利
便
性

の
高
い
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
省
の
任
務
に
つ
い
て
は
、
同
条
に
お
い
て
、
「
交
通
政
策
の
推
進
」
の
ほ
か
、
「
国
土
の
総
合
的
か
つ
体

系
的
な
利
用
、
開
発
及
び
保
全
」
、
「
そ
の
た
め
の
社
会
資
本
の
整
合
的
な
整
備
」
等
が
併
せ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
任
務
は
相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
任
務
を
受
け
て
実
施
す
る
具
体
の
施
策
に

つ
い
て
は
、
特
定
の
任
務
の
み
に
係
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
「
交
通
政
策
の
推
進
」
に
係
る
施
策
と
そ
れ
以
外
の
任
務
に
係
る
施
策
と
を
明
確
に
区

分
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
「
国
土
の
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
利
用
、
開
発
及
び
保
全
」
、
「
そ
の
た

一



め
の
社
会
資
本
の
整
合
的
な
整
備
」
等
の
他
の
任
務
に
も
関
連
す
る
施
策
と
の
重
複
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
あ
え
て

整
理
す
れ
ば
、
国
土
交
通
省
関
係
の
平
成
十
三
年
度
の
公
共
事
業
関
係
費
及
び
財
政
投
融
資
計
画
の
う
ち
「
交
通
政
策
の
推

進
」
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

二



三


